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訴訟の判決(勝訴の確定)に関するお知らせ 

 

平成25年８月12日付「訴訟の判決（勝訴）に関するお知らせ」でお知らせいたしました、当社の全面

勝訴の判決について、控訴期限までに、控訴手続きがなされなかったことから、当該判決が確定いたし

ましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．訴訟の提起から判決に至るまでの経緯 

 本件訴訟は、平成 21年９月 25日付で当社と原告 創路株式会社との間で無線通信機器に関する売

買契約を締結し、平成 21年９月 30日に同商品を売却いたしましたが、平成 23年 12月 12日付で、

原告より当社に対し、当該売買契約に基づく商品購入は、本商品の市場価格とかい離し暴利行為であ

るため公序良俗違反にあたり無効として、当該売買価格から原告による既売却額を控除した金額１億

2,483万 2,400円の返還を求める訴えを東京地方裁判所に提起したものです。 

 当社を被告とする本訴訟に関して、平成 25年８月 12日に東京地方裁判所より、 

 （１）原告の請求をいずれも棄却する。 

  （２）訴訟費用は、原告の負担とする。 

 との当社全面勝訴とする内容の判決が言い渡されておりましたが、今般、双方当事者への同判決の送

達があった日の翌日から起算して 14日以内に控訴がなかったことから、同判決が確定することとな

りました。 

 

２．今後の見通し 

  上記のとおり、今回、当社の全面勝訴判決が確定いたしましたので、今般の判決が当社の業績に与

える影響はございません。 

 

以 上 


